
船舶事故調査報告書 

令和元年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年５月１４日 ０５時１６分ごろ 

発生場所 広島県竹原市大久野
お お く の

島東岸 

 大久野島灯台から真方位０１１°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.６′ 東経１３２°５９.８′） 

事故の概要  引船しまふじは、台船第七弘
こう

栄
えい

号をえい
．．

航して北西進中、浅所に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年５月１６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 しまふじ、１９トン 

   １３９－１７広島、メイクマリン有限会社 

Ｂ 台船 第七弘栄号、総トン数不詳（全長約３５ｍ） 

なし、株式会社弘栄 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底キールに凹損、両舷プロペラ翼に欠損及び曲損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０５時０７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、無人のＢ船をえい
．．

航して引船

列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、約３ノットの対地速力

で航行していた。 

 Ａ船引船列は、自動操舵として北西進中、船長Ａが、椅子に腰を掛

けて単独の船橋当直についていたところ、いつしか居眠りに陥り、変

針予定場所を通過して航行を続け、Ａ船が浅所に乗り揚げた。 

 Ａ船の喫水は、船首約２.５ｍ、船尾約３.２ｍであった。 

 船長Ａは、ふだん、眠気を感じた場合、立って外気に触れるなどし

ていたが、本事故当時、眠気を感じたものの、我慢できると思い、椅

子に腰を掛けた状態を続けた。 

分析  Ａ船引船列は、自動操舵で北西進中、単独で船橋当直中の船長Ａが

居眠りに陥ったことから、変針予定場所を通過して航行を続け、Ａ船

が浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長Ａは、眠気を感じた際、立って外気に触れるなどの居眠り運航

の防止措置をとっておらず、椅子に腰を掛けた状態を続けたことか

ら、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 



 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、自動操舵で北西進中、単独で船橋当直中

の船長Ａが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して航行を続

け、Ａ船が浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・眠気を感じた場合、椅子から立ち上がって身体を動かしたり、外

気に当たったりするなどの居眠り運航の防止措置を採ること。 


